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北九州市保健福祉局介護保険課 

           

緊急事態措置の延長に伴う感染防止対策の徹底について 

 

 各施設・事業所におかれましては、日々、新型コロナウイルス感染症防止のための対策を

講じていただき、ありがとうございます。 

 ８月２０日の緊急事態措置開始からこれまで、不要不急の外出自粛など非常に厳しい要請

にも関わらず、多くの事業者の皆様に御理解と御協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

そのおかげもあり、新規陽性者数は福岡県では８月１８日に過去最多の１，２５３人とな

って以降、減少傾向にあります。 

しかしながら、現在の感染状況や病床の使用状況は、いまだに国の分科会が示すステージ

判断指標を見ても、７つの指標のうち５つがステージⅣ相当に該当するなど依然厳しい状況

が続いています。 

そのような中、政府対策本部は、福岡県を含む１９都道府県について、緊急事態措置を実

施すべき期間を９月３０日まで延長することを決定しました。 

９月に入り大学などの学校再開や社会経済活動の活発化などの影響で感染が再拡大する

懸念もあり、今後も決して予断を許しません。その中で、管理者に特に以下の点を再度お願

いします。 

 

新型コロナウイルス感染症対策に向けた管理者の方へのお願い 

〇より一層の職員の方の健康管理の徹底を 

・発熱等の症状がみられる職員の方が、人員不足等を懸念して働いた結果陽性が判明

し、サービス利用者や職員が濃厚接触者や陽性者になっていることが散見されます。 

安全安心かつ継続的な介護サービス確保の観点から、職員の健康管理の徹底と、発

熱等の症状がみられる職員が休める職場環境の整備をお願いします。 

〇施設・事業所内での感染予防対策の徹底を 

 ・ワクチンを接種していても、適切な感染対策を行っていない場合は、濃厚接触者に       

なります。介助場面に応じた適切な感染対策を行ってください。特に、入浴介助や 

食事介助など飛沫が飛散する可能性がある介助の際は、マスク・エプロン・フェイ 

スシールド等を活用し、感染予防対策をお願いします。（別紙参照） 

 

緊急事態措置の延長に伴い、高齢者施設等における感染防止対策の取組みについても引き

続き厳しい内容のお願いをすることとなり大変心苦しく思いますが、御理解・御協力くださ

いますようよろしくお願いします。 

 

＜参考＞  

福岡県ホームページ「緊急事態措置の延長について」  

アドレス ： https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/145807.pdf 
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